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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューター実行可能命令を記憶するコンピュータの記憶デバイスであって、当該コ
ンピューター実行可能命令が、コンピューティングデバイスによって実行されたときに、
要求されたウェブページの内容(content)に関係する(related to)１つまたは複数の提案
される（suggested）検索エンジンクエリ(queries)を提供する方法を促進するものであり
、当該方法が、
　クライアントコンピューティングデバイスからの要求に応じて前記ウェブページを検索
して、前記ウェブページを提供するステップであって、前記ウェブページが、広告フレー
ム内の広告を提示するように構成されるものであり、
　ウェブページの内容を分析して（parsing）、前記ウェブページの内容によって記述さ
れた主題を特定するステップと、
　ハイパーリンクであって、当該ハイパーリンクが選択されたときに、検索エンジンサー
バへの要求を通信するハイパーリンクを含むウェブページ要素（element）を生成するス
テップであって、当該要求が、前記ウェブページの内容によって記述された前記主題に関
連する検索用語を含むものと、
　前記広告フレーム内に、前記広告の代わりに、前記ウェブページ要素を挿入して、前記
広告フレームによって、前記要求を前記検索エンジンサーバに利用可能とするステップと
、
　クライアントコンピューティングデバイスに、前記ウェブページを提供するステップで
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あって、前記ウェブページが、前記ハイパーリンクを有する前記ウェブページ要素と、前
記内容の双方を、同じウェブページ内で、一緒に組み合わされた形で含むことによって、
検索用語を含む、提案された検索エンジンクエリを提供するものと、
を含む記憶デバイス。
【請求項２】
　前記方法が、更に、
　前記ウェブページが１つまたは複数のインラインフレーム（ｉＦｒａｍｅ）を含むこと
を確認する(ascertaining)ステップを含む、
請求項１に記載の記憶デバイス。
【請求項３】
　前記方法が更に、
前記ウェブページがバナー広告とポップアップ広告のうちの少なくとも一方を含むことを
確認するステップを含む、
請求項１に記載の記憶デバイス。
【請求項４】
　前記方法が、更に、
前記ウェブページがスポンサー付き検索の結果を少なくとも１つ含むことを確認するステ
ップを含む、
請求項１に記載の記憶デバイス。
【請求項５】
　前記方法が更に、他の提案される検索エンジンクエリ（queries）を特定するために、
１つまたは複数のクリックログを照会する(querying)ステップを含む、
請求項１に記載の記憶デバイス。
【請求項６】
　前記方法が、更に、
１つまたは複数のウェブページに関連する１つまたは複数のスマートタグを記憶したデー
タベースを照会するステップを含む、請求項１に記載の記憶デバイス。
【請求項７】
　前記方法が更に、
ユーザー特性の履歴を分析して、他の提案される検索エンジンクエリを特定するステップ
を含む、
請求項１に記載の記憶デバイス。
【請求項８】
　履歴ユーザー特性が、複数の履歴ユーザーキーワード、トラフィック情報、ユーザープ
ロファイルデータ、およびツールバー情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記
載の記憶デバイス。
【請求項９】
　他の提案される検索エンジンクエリが、１つまたは複数のスマートタグに割り当てられ
た(assigned to)特定の重み(weights)を分析する(analyzing)ことによって決定される、
請求項１に記載の記憶デバイス。
【請求項１０】
　コンピューター実行可能命令を記憶するコンピュータの記憶デバイスであって、当該コ
ンピューター実行可能命令が、コンピューティングデバイスによって実行されたときに、
要求されたウェブページの内容(content)に関係する(related to)１つまたは複数の提案
される（suggested）検索エンジンクエリ(queries)を提供する方法を促進するものであり
、当該方法が、
　クライアントコンピューティングデバイスからの要求に応じて前記ウェブページを検索
して、前記ウェブページを提供するステップであって、前記ウェブページが、広告フレー
ム内の広告を提示するように構成されるものであり、前記要求が、ユーザプロファイルを
有するユーザと関連付けられるものであり、
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　前記ユーザプロファイルから、ユーザプロファイル特性を抽出して、前記ユーザプロフ
ァイル内の前記ユーザに関連付けられる主題を特定するステップと、
　ハイパーリンクであって、当該ハイパーリンクが選択されたときに、検索エンジンサー
バへの要求を通信するハイパーリンクを含むウェブページ要素（element）を生成するス
テップであって、当該要求が、前記ユーザプロファイル内の前記ユーザに関連付けられた
前記主題に関連する検索用語を含むものと、
　前記広告フレーム内に、前記広告の代わりに、前記ウェブページ要素を挿入して、前記
広告フレームによって、前記要求を前記検索エンジンサーバに利用可能にするステップと
、
　クライアントコンピューティングデバイスに、前記ウェブページを提供するステップで
あって、前記ウェブページが、前記ハイパーリンクを有する前記ウェブページ要素と、前
記内容の双方を、同じウェブページ内で、一緒に組み合わされた形で含むことによって、
検索用語を含む、提案された検索エンジンクエリを提供するものと、
を含む記憶デバイス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、例えば、ウェブ広告を使用した、検索クエリ(queries)のシンジケ
ート(syndicating)に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットがますます一般的になるのに伴い、検索エンジンは、ウェブ検索市場に
おけるシェアを得ようとして、より競争的になりつつある。通常、検索エンジンは、広告
から収入を得る。ユーザーは、容易にウェブコンテンツを検索して突き止められることを
享受し、広告主は、広告、例えばスポンサー付き検索の結果やバナー広告などを、戦略的
に配置することができる。検索エンジンへのウェブトラフィックを増加させることは、広
告主の広告を見せる機会を提供することによって広告主の利益になる。検索エンジンがよ
り多くのトラフィックを引き寄せることができるほど、広告主の広告スペースはより価値
のあるものになる。
【０００３】
　多くの検索エンジンは、「スマートタグ（ＳｍａｒｔＴａｇ）」と呼ばれる特定のタグ
を使用して、ウェブページ中の特定の用語に注目させる。例えば、ウェブ上の文書に、あ
る会社の最近の財務実績が記載されているとする。会社の名称、銘柄記号、または製品な
ど、この文書中のキー用語を、視覚的な目印（例えば波状の下線）を使用して強調表示す
ることができる。強調表示された用語をユーザーがクリックすると、従来の検索エンジン
は通常、検索クエリを発行し、その結果がポップアップウィンドウに表示される。あるい
は、ユーザーは別法として、通常の検索結果ページにリダイレクトされる場合もある。ス
マートタグの候補は、ウェブ文書中に現れる単語または語句のみであり、したがって、強
調表示される単語は、ウェブページ上に含まれる単語に限定される。
【０００４】
　同様に、多くの従来の検索エンジンは、より正確な検索結果を生むであろうキーワード
をユーザーに提案するために、クエリ提案（一般に「関連検索」と呼ばれる）を提供する
。例えば、「猫」を検索しているユーザーに、「とら猫」、「犬」、または「猫の世話」
などの関連検索用語を提示することができる。しばしば、このような提案はハイパーリン
クとして提示され、これらのハイパーリンクが選択されると、新しいクエリが検索エンジ
ンに送り込まれる。加えて、提案は、画像検索やビデオ検索において、または「結果なし
」ページ上で現れる場合もある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明の一態様は、要求されたウェブページを、要求されたウェブページの内容に関係
する１つまたは複数の潜在的検索エンジンクエリと共にユーザーに提示することを対象と
する。ウェブページの一部が、ウェブページ以外のコンテンツ（例えば広告）用に割り振
られているかどうかが判定される。ウェブページの内容が決定され、内容に基づいて潜在
的検索エンジンクエリが突き止められる。これらの潜在的検索エンジンクエリは、ウェブ
ページの割り振られた部分中で提示される。
【０００６】
　本発明の別の態様は、ウェブページの内容および／または様々な履歴ユーザーメトリッ
クスに基づいて、潜在的検索エンジンクエリを決定することを対象とする。内容は、スマ
ートタグ、メタデータ、または他のウェブコンテンツ用セマンティック分析ツールを使用
して確認することができる。履歴ユーザーメトリックスは、限定ではないが例えば、履歴
ユーザーキーワード、トラフィック情報、ユーザープロファイルデータ、ツールバー情報
、または類似のデータを含む。
【０００７】
　本発明の別の態様は、１つまたは複数の潜在的検索エンジンクエリで埋められたウェブ
広告部分と共にウェブページを表示するための、グラフィカルユーザーインターフェイス
（ＧＵＩ）を対象とする。ユーザーが潜在的検索エンジンクエリの１つを選択すると、選
択された潜在的検索エンジンクエリに関連するウェブコンテンツを求める要求が検索エン
ジンに出される。
【０００８】
　以下、添付の図面を参照しながら本発明について詳細に述べる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態により使用されるシステムのコンポーネントを示すブロック
図である。
【図２】本発明の一実施形態によるネットワーク化されたコンピューターシステムのブロ
ック図である。
【図３】本発明の一実施形態による、表示するための潜在的検索エンジンクエリを決定す
る方法を示す流れ図である。
【図４】本発明の一実施形態による、潜在的検索エンジンクエリ用の部分を備えるウェブ
ページをウェブブラウザー上に表示するグラフィカルユーザーインターフェイス（ＧＵＩ
）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書に述べる主題は、法定要件を満たすよう具体的に提示する。しかし、本明細書
の記述は、本特許の範囲を限定するものとはしない。そうではなく、特許請求する主題は
、他の方法で具体化されてもよいこと、本文書に述べるものに類似する異なるステップも
しくはステップの組合せを含んでもよいこと、または他の現行もしくは将来の技術と統合
されてもよいことが企図される。本明細書では、用語「ブロック」は、採用される方法の
種々の要素を意味する場合があるが、この用語は、本明細書に開示する様々なステップ間
のどんな特定の順序を含意するものとしても解釈すべきではない。
【００１１】
　本明細書に述べる実施形態は一般に、ウェブ広告スペースを使用して、広告をホストす
るウェブページの内容に関係する検索クエリを表示することに関する。次いでクエリはユ
ーザーによって選択することができ、その結果、ユーザーは検索結果ページにリダイレク
トされる。クエリは、テキスト、マルチメディア（画像もしくはビデオのモンタージュな
ど）、ニュース、グラフ、地図、またはいずれか他のコンテンツタイプとして表示するこ
とができる。結果は、ウェブ検索結果、画像検索結果、ビデオ検索結果、ニュース検索結
果、地図検索結果、またはいずれか他のコンテンツとすることができる。
【００１２】
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　本発明の実施形態によれば、レンダリングされたウェブページが、レンダリングされた
ウェブページの基礎をなす内容に関係する潜在的検索エンジンクエリと共に、ユーザーに
提示される。一実施形態では、ウェブページがウェブブラウザー中で提示され、ウェブ広
告用に指定されたウェブページの一部が、潜在的検索エンジンクエリで埋められる。ウェ
ブページを閲覧しているユーザーは、潜在的検索エンジンクエリのいずれかを選択するこ
とができ、選択されると、選択されたウェブコンテンツに対する検索エンジンクエリが開
始する。例えば、癌に関するウェブ記事を、癌に関係する様々なハイパーリンクを含むバ
ナー広告部分と共に、ウェブブラウザーウィンドウ中に表示することができる。次いでユ
ーザーは、単にハイパーリンクの１つを選択すれば、検索エンジンへのクエリのサブミッ
トを効果的に開始することができる。
【００１３】
　明確にするために、本明細書では、ウェブ広告（例えばバナー広告、ポップアップ広告
など）に割り振られたウェブページ部分中に潜在的検索エンジンクエリを表示するものと
して、実施形態を述べる。しかし、実施形態は、潜在的検索エンジンクエリを広告中に表
示することに限定されない。そうではなく、潜在的検索エンジンクエリは、ウェブページ
の任意の部分中で提示することができる。情報をウェブページと同時に表示するための多
くの方法が現在あり、例えばインラインフレーム（ｉＦｒａｍｅ）を開始してもよいこと
は、当業者なら理解するであろう。
【００１４】
　一実施形態では、潜在的検索エンジンクエリは、文脈的に関連する。このことは、潜在
的検索エンジンクエリが、共に表示されることになるウェブページの内容に依存すること
、またはユーザー挙動に関係する様々なメトリックスに依存することを意味する。メトリ
ックスは、限定ではないが例えば、ユーザー選好、履歴ユーザーキーワード、地理的位置
、時間、ユーザープロファイルデータ、クリックログ、スマートタグ、電子商取引（Ｅコ
マース）に関連するパラメータ、ならびに他の様々な追跡されるパラメータを含むことが
できる。加えて、本明細書に述べる潜在的検索エンジンクエリは、対話式キーワード、ハ
イパーリンク、画像、ビデオ、またはオーディオクエリを指し、これらは、潜在的検索エ
ンジンクエリが選択されるとウェブコンテンツに対する要求が検索エンジンに出されるよ
うに、ユーザーに提示することができる。
【００１５】
　本明細書に述べる「内容（ｃｏｎｔｅｎｔ）」と「ウェブコンテンツ（ｗｅｂ　ｃｏｎ
ｔｅｎｔ）」とを区別すべきである。内容は、ウェブページの基礎をなす意味を指す。例
えば、「全国の旅行取引」を記載したウェブページの内容は、「旅行」とすることができ
る。一方、ウェブコンテンツは、ウェブ上のリソースを指し、限定ではないが例えば、ウ
ェブページ、ウェブページ中のテキストの各部分、画像、オーディオ、ビデオ、または、
ウェブ上もしくはネットワーク化環境で発行された他の情報などを指す。
【００１６】
　本発明の一実施形態は、ユーザーに対して、要求されたウェブページの内容に関係する
１つまたは複数の潜在的検索エンジンクエリを、要求されたウェブページと共にユーザー
に提示するステップを実施するためのコンピューター実行可能命令が組み入れられた、１
つまたは複数の有形コンピューター可読媒体を対象とする。ウェブページの一部が、ウェ
ブページのコンテンツ以外の何らかのウェブコンテンツ（例えばウェブ広告）用に割り振
られているかどうかが判定される。ウェブページの内容が決定され、内容に基づいて潜在
的検索エンジンクエリが突き止められる。これらの潜在的検索エンジンクエリは、ウェブ
ページの割り振られた部分中で提示される。
【００１７】
　本発明の別の実施形態は、ウェブページの内容および／または様々な履歴ユーザーメト
リックスに基づいて、潜在的検索エンジンクエリを決定することを対象とする。内容は、
スマートタグ、メタデータ、または他のセマンティック分析ツールを使用して確認するこ
とができる。履歴ユーザーメトリックスは、限定ではないが例えば、履歴ユーザーキーワ
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ード、トラフィック情報、ユーザープロファイルデータ、ツールバー情報、または類似の
データを含む。
【００１８】
　本発明の別の実施形態は、１つまたは複数の潜在的検索エンジンクエリで埋められたウ
ェブ広告部分と共にウェブページを表示するための、グラフィカルユーザーインターフェ
イス（ＧＵＩ）を対象とする。ユーザーが潜在的検索エンジンクエリの１つを選択すると
、選択された潜在的検索エンジンクエリに関連するウェブコンテンツを求める要求が検索
エンジンに出される。
【００１９】
　本明細書に述べる実施形態の一般的な概観について簡単に述べたが、以下に例示的な動
作環境について述べる。最初に図１を特に参照すると、本発明を実施するための例示的な
動作環境が示してあり、その全体をコンピューティングデバイス１００として示す。コン
ピューティングデバイス１００は、適切なコンピューティング環境の一例に過ぎず、本発
明の使用または機能の範囲についてどんな限定を示唆するものともしない。また、コンピ
ューティングデバイス１００は、図示のコンポーネントのいずれか１つまたは組合せに関
するどんな依存または要件を有するものとも解釈すべきではない。一実施形態では、コン
ピューティングデバイス１００はパーソナルコンピューターである。しかし他の実施形態
では、コンピューティングデバイス１００は、セルホン、スマートホン、デジタルホン、
ハンドヘルドデバイス、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（登録商標）、パーソナルデジタルアシス
タント（ＰＤＡ）、または、コンピューター命令を実行できる他のデバイスであってもよ
い。
【００２０】
　本発明は、ＰＤＡや他のハンドヘルドデバイスなど、コンピューターまたは他のマシン
によって実行される、プログラムモジュールなどのコンピューター実行可能命令を含めた
コンピューターコードまたはマシン使用可能命令の一般的なコンテキストで述べることが
できる。一般に、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造な
どを含めたプログラムモジュールは、特定のタスクを実施するかまたは特定の抽象データ
型を実装するコードを指す。本明細書に述べる実施形態は、ハンドヘルドデバイス、消費
者電子機器、汎用コンピューター、より特殊なコンピューティングデバイスなどを含めた
様々なシステム構成において実践することができる。本明細書に述べる実施形態はまた、
通信ネットワークを介してリンクされたリモート処理デバイスによってタスクが実施され
る分散コンピューティング環境において実践することもできる。
【００２１】
　引き続き図１を参照すると、コンピューティングデバイス１００はバス１１０を備え、
バス１１０は、以下のデバイス、すなわちメモリー１１２、１つまたは複数のプロセッサ
１１４、１つまたは複数の提示コンポーネント１１６、入出力ポート１１８、入出力コン
ポーネント１２０、および例示的な電源１２２を直接的または間接的に結合する。バス１
１０は、１つまたは複数のバス（アドレスバス、データバス、またはこれらの組合せなど
）とすることのできるものを表す。明確にするために図１の様々なブロックを線で示して
あるが、現実には様々なコンポーネントの線引きはそれほど明確ではなく、比喩的には、
これらの線はより正確にはグレーで曖昧となる。例えば、表示デバイスなどの提示コンポ
ーネントをＩ／Ｏコンポーネントと考えることができる。また、プロセッサはメモリーを
有する。当技術分野の性質がそのようなものであり、前述のように図１の図が本発明の１
つまたは複数の実施形態に関連して使用できる例示的なコンピューティングデバイスを説
明するものに過ぎないことは、当業者には理解されるであろう。「ワークステーション」
、「サーバー」、「ラップトップ」、「ハンドヘルドデバイス」などのカテゴリは全て、
図１の範囲内および「コンピューティングデバイス」への言及内で企図されるので、この
ようなカテゴリ間の区別はしない。
【００２２】
　コンピューティングデバイス１００は通常、様々なコンピューター可読媒体を備える。
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限定ではなく例として、コンピューター可読媒体は、ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ
）、読取り専用メモリー（ＲＯＭ）、電子的に消去可能なプログラム可能読取り専用メモ
リー（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリーまたは他のメモリー技術、ＣＤＲＯＭ、デジ
タル多用途ディスク（ＤＶＤ）または他の光学もしくはホログラフィック媒体、磁気カセ
ット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、搬送波、あるい
は、所望の情報を符号化するのに使用できコンピューティングデバイス１００によってア
クセスできるいずれか他の媒体を含むことができる。
【００２３】
　メモリー１１２は、揮発性および／または不揮発性メモリーの形のコンピューター記憶
媒体を含む。メモリーは、取外し可能、取外し不可能、またはこれらの組合せとすること
ができる。例示的なハードウェアデバイスは、固体メモリー、ハードドライブ、キャッシ
ュ、光学ディスクドライブなどを含む。コンピューティングデバイス１００は、メモリー
１１２やＩ／Ｏコンポーネント１２０などの様々なエンティティからデータを読み取る１
つまたは複数のプロセッサを備える。提示コンポーネント（複数可）１１６は、データ指
示をユーザーまたは他のデバイスに提示する。例示的な提示コンポーネントは、表示デバ
イス、スピーカー、印刷コンポーネント、振動コンポーネントなどを含む。
【００２４】
　Ｉ／Ｏポート１１８は、コンピューティングデバイス１００がＩ／Ｏコンポーネント１
２０を含めた他のデバイスに論理的に結合されるのを可能にし、これら他のデバイスのい
くつかは内蔵されたものとすることができる。例示的なコンポーネントは、マイクロホン
、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星受信アンテナ、スキャナー、プリンター、ワイ
ヤレスデバイスなどを含む。
【００２５】
　次に図２に移ると、本発明の一実施形態を実現する際に使用されるネットワーキングア
ーキテクチャ２００を示すブロック図が示してある。ネットワーキングアーキテクチャ２
００は、クライアントコンピューティングデバイス２０２、検索エンジンサーバー２０４
、１つまたは複数のウェブサーバー（ウェブサーバーＡ　２０６およびウェブサーバーＮ
　２０８として示す）、ならびに広告サーバー２１２を含み、これらは全てネットワーク
２１０を介して通信する。ウェブサーバーＡ　２０６とウェブサーバーＮ　２０８との間
の点は、いくつかの実施形態ではウェブサーバーの数がスケーラブルであり、ネットワー
ク２１０を介してアクセス可能な任意の数のウェブサーバーを含んでよいことを示す。当
業者ならこの概念を理解するであろう。というのは、ウェブページは通常、種々のウェブ
サーバー上でホストされ、単一のウェブページの異なる各部分が、実際には異なるサーバ
ー上でホストされる場合があるからである。ネットワーキングアーキテクチャ２００は、
１つの適切なネットワーキング環境の例に過ぎず、本発明の使用または機能の範囲につい
てどんな限定を示唆するものともしない。また、ネットワーキングアーキテクチャ２００
は、本明細書に例示するいずれかの単一コンポーネントまたはコンポーネントの組合せに
関するどんな依存または要件を有するとも解釈すべきではない。
【００２６】
　ネットワーク２１０は、任意のコンピューターネットワークまたはその組合せを含むこ
とができる。ネットワーク２１０として動作するように構成可能なコンピューターネット
ワークの例は、限定ではないがワイヤレスネットワーク、地上回線、ケーブル回線、光フ
ァイバー回線、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）などを含む。しかし、ネットワー
ク２１０は、別々のコンピューターユニットを結合する接続に限定されない。そうではな
く、ネットワーク２１０は、サーバーまたはコンピューティングデバイス間でデータを転
送するサブシステムを含むこともできる。例えば、ネットワーク２１０は、ポイントツー
ポイント接続、インターネット、イーサネット(登録商標)、バックプレーンバス、電気的
バス、ニューラルネットワーク、または他の内部システムを含むこともできる。
【００２７】
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　ネットワーク２１０がＬＡＮネットワーキング環境を含む一実施形態では、コンポーネ
ントは、ネットワークインターフェイスまたはアダプターを介してＬＡＮに接続される。
ネットワーク２１０がＷＡＮネットワーキング環境を含む一実施形態では、コンポーネン
トは、モデム、またはＷＡＮを介した通信を確立する他の手段を使用して通信する。ネッ
トワーク２１０がＭＡＮネットワーキング環境を含む実施形態では、コンポーネントは、
ワイヤレスインターフェイスまたは光ファイバー接続を使用してＭＡＮに接続される。こ
のようなネットワーキング環境は、オフィス、企業全体のコンピューターネットワーク、
イントラネット、およびインターネットでよく見られる。図示のネットワーク接続が例で
あり、コンピューター間の通信リンクを確立する他の手段を使用してもよいことは、理解
されるであろう。
【００２８】
　検索エンジンサーバー２０４、ウェブサーバーＡ　２０６、ウェブサーバーＮ　２０８
、および広告サーバー２１２は、本明細書に述べる方法を実施するように構成可能な任意
のタイプのアプリケーションサーバー、データベースサーバー、またはファイルサーバー
を含むことができる。加えて、検索エンジンサーバー２０４、ウェブサーバーＡ　２０６
、ウェブサーバーＮ　２０８、および広告サーバー２１２はそれぞれ、専用または共有サ
ーバーとすることができる。検索エンジンサーバー２０４、ウェブサーバーＡ　２０６、
ウェブサーバーＮ　２０８、および広告サーバー２１２として動作するように構成可能な
サーバーの、限定ではない一例は、ワシントン州レドモンドに本部を置くＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ（登録商標）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって開発されたＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ２０
０５などのサーバーソフトウェアを実行する構造化照会言語（ＳＱＬ）サーバーである。
本明細書に述べるサーバーはまた、例えばＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商
標）、ＭａｃＯＳ（商標）、ＢｅＯＳ（商標）、Ｍａｃｈ、Ａｐａｃｈｅ、ＯｐｅｎＳｔ
ｅｐ（商標）、または別のオペレーティングシステムもしくはプラットフォームを含めた
、当業者に周知の様々なオペレーティングシステムを実行するように構成されてもよい。
一実施形態では、ネットワーク２１０を使用せずに２つ以上のサーバーを直接的または間
接的に相互に接続してもよい。
【００２９】
　検索エンジンサーバー２０４、ウェブサーバーＡ　２０６、ウェブサーバーＮ　２０８
、および広告サーバー２１２のコンポーネントは、限定ではないが、処理ユニットと、内
部システムメモリーと、情報（例えばファイルおよびそれに関連するメタデータ）を記憶
するための１つまたは複数のデータベースを含めた様々なシステムコンポーネントを結合
するための適切なシステムバスとを含むことができる。各サーバーは通常、様々なコンピ
ューター可読媒体を備えるかまたはそれらへのアクセスを有する。限定ではなく例として
、コンピューター可読媒体は、コンピューター記憶媒体および通信媒体を含むことができ
る。一般に、通信媒体は、各サーバーがネットワーク２１０を介してデータを交換するの
を可能にする。より具体的には、通信媒体は、コンピューター可読命令、データ構造、プ
ログラムモジュール、または他のデータを、搬送波や他のトランスポート機構などの被変
調データ信号に組み入れることができ、任意の情報送達媒体を含むことができる。本明細
書において、用語「被変調データ信号」は、情報を信号中で符号化するようにしてその属
性の１つまたは複数が設定または変更される信号を指す。限定ではなく例として、通信媒
体は、有線ネットワークや直接有線接続などの有線媒体と、音響、無線周波数（ＲＦ）、
赤外線などのワイヤレス媒体、および他のワイヤレス媒体とを含む。以上の任意の組合せ
も、コンピューター可読媒体の範囲に含めることができる。
【００３０】
　検索エンジンサーバー２０４および広告サーバー２１２を単一のボックスとして示して
あるが、いくつかの実施形態では検索エンジンサーバー２０４および広告サーバー２１２
がスケーラブルであることは、当業者なら理解するであろう。例えば、検索エンジンサー
バー２０４は、実際には、通信する１００個のサーバーを含んでもよい。単一のユニット
として示すことの意味は、明確にするためであり、実施形態の範囲をどんな形でも限定す
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るためではない。
【００３１】
　動作時、検索エンジンサーバー２０４は、リモートコンピューティングデバイス（クラ
イアントコンピューティングデバイス２０２など）からクエリを受け取りウェブ上または
私設ネットワーク内の情報を突き止めてクエリを満たすように設計された、検索エンジン
をホストする。クエリは、特定のキーワードまたは語句を含む、ウェブ上または私設ネッ
トワーク上の情報を求める要求からなるものとすることができる。加えて、クエリは、特
定のタイプのウェブリソースのみを検索するためのユーザー指定の指示を含むこともでき
る。いくつかの実施形態では、検索エンジンサーバー２０４上で実行される検索エンジン
は、ウェブクローラによって生み出される定期的に更新されるインデックスを使用して、
クエリを満たすウェブページを素早く突き止める。ウェブページが突き止められると、ウ
ェブページのＵＲＩがクライアントコンピューティングデバイス２０２に返送され、クラ
イアントコンピューティングデバイス２０２上でハイパーリンクとして表示される。突き
止められたウェブページにアクセスするには、ユーザーは対応するハイパーリンクを選択
するだけでよい。ウェブ上または私設ネットワーク上の情報をマイニングするための様々
な技法が他にもあることは、当業者なら理解するであろう。
【００３２】
　ウェブページは、様々なウェブサーバー（例えばウェブサーバーＡ　２０６およびＮ　
２０８）上に記憶され、転送プロトコルおよび関連するＵＲＩを使用してネットワーク２
１０を介してアクセス可能である。クライアントコンピューティングデバイス２０２は、
転送プロトコルを使用してＵＲＩを要求することによって、ウェブページをフェッチする
ことができる。その結果、ウェブページは、クライアントコンピューティングデバイス２
０２に転送してメモリーに記憶することができる。記憶されたウェブページは、次いでウ
ェブブラウザー２１２によって読み込んでユーザーに提示することができる。
【００３３】
　クライアントコンピューティングデバイス２０２は、図１に関して上述したデバイス１
００など、任意のタイプのコンピューティングデバイスとすることができる。限定ではな
く単に例として、クライアントコンピューティングデバイス２０２は、パーソナルコンピ
ューター、デスクトップコンピューター、ラップトップコンピューター、ハンドヘルドデ
バイス、セルラーホン、デジタルホン、スマートホン、ＰＤＡなどとすることができる。
しかし、実施形態はそのようなコンピューティングデバイス上での実施に限定されないこ
とに留意されたい。
【００３４】
　クライアントコンピューティングデバイス２０２は、ウェブブラウザー２１２を備える
。ウェブブラウザー２１２は、ユーザーがウェブ上で突き止められた情報を表示してこの
情報と対話することを可能にするソフトウェアアプリケーションである。一実施形態では
、ウェブブラウザー２１２は、検索エンジンサーバー２０４、ウェブサーバーＡ　２０６
、およびウェブサーバーＮ　２０８と通信し、転送プロトコルを使用してウェブページを
フェッチする。ウェブページは、ウェブブラウザー２１２により、転送プロトコルを使用
してＵＲＩを要求することによって突き止めることができる。ウェブブラウザー２１２は
、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）、リアルタイムストリーミングプロトコル（ＲＴＳ
Ｐ）など、他のＵＲＩタイプおよびプロトコルを使用することもできる。ウェブブラウザ
ー２１２はまた、いくつかのマークアップ言語（例えばハイパーテキストマークアップ言
語（ＨＴＭＬ）および拡張マークアップ言語（ＸＭＬ））、ならびにスクリプト言語（例
えばＪａｖａ(登録商標)ＳｃｒｉｐｔまたはＶｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ　Ｓｃｒｉｐｔｉ
ｎｇ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（ＶＢＳｃｒｉｐｔ））を実行することもできる。
【００３５】
　広告サーバー２１２は、一実施形態では、広告を求める要求を受け取ってこれらの要求
を満たすように構成される。ソフトウェアによって実施される多くの規則を広告サーバー
２１２によって適用して、ウェブページと共に提示するための記憶済み広告を選択するこ
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とができることは、当業者なら理解するであろう。例えば、広告サーバー２１２は、クラ
イアントコンピューティングデバイス２０２のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレ
スに関連する地理的位置など、特定のパラメータに基づいて、取り出されたウェブページ
上のバナー広告を選択することができる。多くの他のパラメータ、例えばウェブページの
内容、広告主が支払った価格、複数の広告に関連する競売価格、または当業者に周知の他
のパラメータなどを使用して広告を指定することもできることは、当業者なら理解するで
あろう。
【００３６】
　一実施形態では、広告サーバー２１２は、ウェブページに関連する潜在的検索エンジン
クエリを取り出すように構成される。潜在的検索エンジンクエリは、一実施形態では、例
えばバナー広告やサイドバー広告などの広告用に指定された、ウェブページの一部に表示
されることになる。例えば、ユーザーが旅行取引に関するウェブページを要求した場合、
広告部分を、人気のある旅行先に関する語句のハイパーリンク、人気のある旅行地の写真
、人気のある旅行歌のアイコン、または旅行に関係するビデオでシンジケートすることが
できる。次いで、ユーザーがこれらのハイパーリンクまたはマルチメディアのいずれかを
選択すると、選択されたハイパーリンクまたはマルチメディアに関連するウェブコンテン
ツを求める要求が、検索エンジンサーバー２０４に送られる。
【００３７】
　広告サーバー２１２は、ウェブページの広告部分に含めるための潜在的検索エンジンク
エリおよびウェブコンテンツを、任意の数の方法で取り出すことができる。一実施形態で
は、ウェブページを求める要求がウェブサーバーＡ　２０６またはＮ　２０８に送られる
と、ウェブサーバーＡ　２０６またはＮ　２０８は、広告サーバー２１２と通信して、ウ
ェブページ上に表示する広告を広告サーバー２１２が有するかどうか判定する。これは、
広告交換プログラムによって指示することができ、広告交換プログラムは、広告をウェブ
ページ上で提示するための、複数のウェブページまたは広告サーバー２１２間の合意であ
る。この実施形態では、広告が表示されないことになる場合、または検索エンジンサーバ
ー２０４上の検索エンジンにウェブページ上の広告スペースに対する権利が与えられてい
る場合は、ウェブページの内容が、基礎をなす記述情報について解析される。そのような
情報は、例えば、ウェブページの内容を決定するのに使用できるスマートタグ、定義、ま
たは他の様々なメタデータを含むことができる。ウェブページの内容を確認するための多
くの方法が一般に周知であることは、当業者なら理解するであろう。例えば、ウェブペー
ジ上のテキストをチェックして、旅行ウェブページ上では「旅行」の使用が多いなど、使
用されている特定の単語の頻度に基づいて内容を決定することができる。また、タイトル
、連続する大文字の単語、見出し、ハイパーリンク、または太字の単語を、他の単語より
も特に尊重してもよい。
【００３８】
　別の実施形態では、データベース（明確にするために図２には示されていない）上のテ
ーブル中にスマートタグが保持され、ウェブサーバーＡ　２０６、ウェブサーバーＮ　２
０８、または広告サーバー２１２は、特定のウェブページに関連するスマートタグを取り
出すように構成することができる。例えば、テーブルが「乳がん」への頻繁な参照を含む
場合、ウェブページの広告部分中に表示するための潜在的検索エンジンクエリとして、乳
がんを追加することができる。
【００３９】
　さらに、スマートタグの使用は、様々な複雑度に基づいてフィルタリングすることがで
きる。広告サーバー２１２は、検索エンジンサーバー２０４によって記憶された様々なユ
ーザー特有パラメータを照会することができる。昨今の検索エンジンがウェブページのユ
ーザー選択（一般に「クリックログ」と呼ばれる）を監視することができ、これらのユー
ザー選択が通常はユーザー対話のログとして記憶されることは、当業者なら理解するであ
ろう。広告サーバー２１２はこれらのログを調べて、ユーザーがウェブページを訪れたと
きに過去にどんなウェブページを選択しているかを決定することができる。一実施形態で
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は、過去に選択されたウェブページに特有のスマートタグまたは他の基礎をなすデータを
使用して、潜在的検索エンジンクエリが提案される。
【００４０】
　例えば、旅行ウェブページを訪れたユーザーが、過去にサンフランシスコに関するウェ
ブページを選択している場合、サンフランシスコを潜在的検索エンジンクエリとして含め
ることができる。別の例では、ユーザーが過去に、旅行ウェブページを閲覧した後、休暇
の資金調達のヒントを載せたウェブページを訪れている場合、キーワード「休暇の資金調
達」を含むリンクを提示することができる。両方の状況では、過去に訪れたウェブページ
の基礎をなす内容がチェックされて、クライアントコンピューティングデバイス２０２上
でユーザーによって要求されたウェブページの広告部分にどんな潜在的検索エンジンクエ
リを含めるかが決定された。
【００４１】
　さらに別の実施形態では、ウェブブラウザー２１２のインスタンスのツールバーからの
情報を解析または精査して、潜在的検索エンジンクエリを決定することができる。例えば
、ウェブサーバーＡ　２０６及びＮ　２０８、又は、広告サーバー２１２によってウェブ
ページのＵＲＩを解析して、ウェブページの基礎をなす内容を決定することができる。ユ
ーザーが、ＵＲＩ「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｓｐａｐｅｒ．ｃｏｍ／ｓｐｏｒｔｓ
／ｒａｃｅｃａｒ／ｂｉｇｃｒａｓｈ．ｈｔｍｌ」で、レースイベント中の衝突に関する
オンライン記事を閲覧しているとする。一実施形態ではウェブサーバーＡ　２０６が、こ
のＵＲＩを解析して、ユーザーがレース事故に関する情報を閲覧していると決定するよう
に構成される。通常、このような情報は、データベース（明確にするために図示されてい
ない）中で、ユーザーが訪れたＵＲＩのログに保存される。これらのログ（クリックログ
）を、ウェブサーバーＡ　２０６もしくはＮ　２０８、または広告サーバー２１２が調べ
て、ユーザーがどんなページを閲覧しているか、およびユーザーが過去にそれらのページ
をどんな順序で閲覧しているかを決定することができる。このような情報を使用して、ユ
ーザーが過去に特定のウェブページを閲覧した後でナビゲートしたウェブページの、基礎
をなす内容を決定することができる。
【００４２】
　加えて、ツールバー情報は、ユーザーが特定のウェブページ上で検索エンジンツールバ
ー、例えばワシントン州レドモンドに本部を置くＭｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ（登録商標）によって開発されたＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）Ｌｉｖｅ
ツールバーにサブミットした履歴キーワードを含むことができる。検索エンジンツールバ
ーをサポートする検索エンジンは、特定のウェブページにおいて入力された履歴キーワー
ドを詳述する情報のログを追跡および管理することができる。これらのキーワードは、一
実施形態では検索エンジンサーバー２０４が検索して、最も頻繁に入力されたキーワード
を突き止めることができる。しかし、頻度は、使用できる唯一のパラメータではなく、検
索エンジンサーバー２０４は、他のパラメータ（例えば地理的位置、インターネットプロ
トコル（ＩＰ）アドレス、時間など）に基づいてログを照会するように構成することがで
き、これらのパラメータは全て当業者に周知である。
【００４３】
　ユーザープロファイルを使用して、どの潜在的検索エンジンクエリをウェブページの広
告部分に表示するかを決定することもできる。クッキーを使用して、特定ユーザーが時間
の経過と共に何を選択または閲覧しているかを決定することができる。オンラインショッ
ピング中のユーザー挙動、例えば、Ｅコマースに典型的なメトリックス（購入した商品、
閲覧した商品など）を追跡することもできる。ユーザーのウェブ閲覧習慣を決定するため
の様々な方法およびメトリックスが周知であることは、当業者なら理解するであろう。
【００４４】
　加えて、ユーザープロファイルデータもまた、潜在的検索エンジンクエリに影響を与え
ることができる。指定された職業、興味、趣味、場所、年齢、性別、婚姻状態、または類
似のデータを広告サーバー２１２が使用して、潜在的検索エンジンクエリを選択すること
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ができる。
【００４５】
　前述のトラフィック情報のいずれかを、単独でまたは組み合わせて使用して、潜在的検
索エンジンクエリを選択することができる。選択されると、潜在的検索エンジンクエリは
、ウェブページの一部、例えばバナー広告またはｉＦｒａｍｅ中で提示される。提示され
ると、ユーザーは、潜在的検索エンジンクエリを選択し、キーワードまたはマルチメディ
アについて検索エンジンサーバー２０４に対するクエリを開始することができる。例えば
、ユーザーが「サンフランシスコ」という名称のハイパーリンクを選択した場合、検索エ
ンジンサーバー２０４は必然的に、サンフランシスコに関するウェブコンテンツを検索す
ることになる。別の例では、ユーザーが有名人の写真を選択した場合、検索エンジンサー
バー２０４は、その人物に関するウェブページ、画像、ビデオ、またはオーディオを検索
するように構成することができる。最終的に、検索エンジンサーバー２０４によって実施
されたクエリの結果が、クライアントコンピューティングデバイス２０２に返され、ウェ
ブブラウザー２１２によって表示される。
【００４６】
　図３に、本発明の一実施形態による、表示するための潜在的検索エンジンクエリを決定
する方法を示す流れ図３００を示す。最初に、３０２で示すように、ウェブサーバーが、
ウェブページを求める要求を受け取る。この要求は、クライアントコンピューティングデ
バイス２０２からウェブサーバーＡ　２０６またはＮ　２０８に送ることができる。ウェ
ブページをレンダリングする間、ウェブサーバーは、３０４に示すように、ウェブページ
の一部が広告用または他のウェブコンテンツ用に割り振られているかどうか判定する（例
えばｉＦｒａｍｅが指定されているときなど）。そうである場合は、ウェブサーバーは、
３０６に示すように、サーバーとコンタクトを取り、ウェブページの割り振られた部分の
ためのウェブコンテンツを要求する。例えば、ウェブサーバーは、広告サーバー（広告サ
ーバー２１２など）とコンタクトを取ることができる。
【００４７】
　コンタクトを受けたサーバーは、３０８に示すように、ウェブページの基礎をなす内容
を決定するか、または本明細書に述べた履歴ユーザーメトリックスのいずれかを取り出す
。例えば、基礎をなす内容は、スマートタグまたは他のデータを分析することによって取
り出すことができる。履歴ユーザーメトリックスは、限定ではないが例えば、履歴ユーザ
ーキーワード、トラフィック情報、ユーザープロファイルデータ、ツールバー情報、また
は類似のデータを含む。いくつかの実施形態では、３１０に示すように、ウェブページの
基礎をなす内容または履歴ユーザーメトリックスを使用して、ウェブページの一部で提示
するための潜在的検索エンジンクエリが決定される。例えば、内容を指定するキーワード
、またはスマートタグに、特定の重みが割り当てられ、クエリとして検索エンジンまたは
広告サーバーにサブミットされてもよい。決定されると、３１２に示すように、潜在的検
索エンジンクエリは、ウェブページの一部でユーザーに提示される。
【００４８】
　図４に、本発明の一実施形態による、潜在的検索エンジンクエリ用の部分を備えるウェ
ブページ４０４をウェブブラウザー上に表示するグラフィカルユーザーインターフェイス
（ＧＵＩ）４００を示す。ウェブページの様々なフレーム４０４中に示されるように、ウ
ェブページ４０４は、旅行に関するコンテンツを含む。しかし、ある特定のページは、８
つの異なる潜在的検索エンジンクエリ４０８、特に８つの異なる都市を示す。ユーザーが
潜在的検索エンジンクエリ４０８のいずれかを選択すると、その都市の名前を含む要求が
検索エンジン（例えば検索エンジンサーバー２０４によってホストされる検索エンジン）
に送られる。一実施形態では、選択された潜在的検索エンジンクエリに対する検索エンジ
ンのクエリの結果が、ユーザーに対して表示される。例えば、ユーザーがサンフランシス
コを選択した場合、サンフランシスコに関係するウェブページを列挙した検索エンジン結
果ページが返されることになる。
【００４９】
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　図４は、検索できるテキストキーワードのみを示す。しかし、本明細書に述べる実施形
態は、潜在的検索エンジンクエリとしてテキストキーワードを決定および表示することに
限定されない。代替の一実施形態では、潜在的検索エンジンクエリ４０８は、様々な都市
の画像を含んでもよい。ビデオまたはオーディオを潜在的検索エンジンクエリ４０８とし
て表示してもよい。表示された画像、ビデオ、またはオーディオがユーザーによって選択
されると、潜在的検索エンジンクエリ４０８の画像、ビデオ、またはオーディオそれぞれ
を求める要求が出される。ある形式（例えば画像）の潜在的検索エンジンクエリ４０８を
選択することによって別のタイプ（例えばテキストまたはビデオ）の検索を開始できるこ
ともまた、当業者なら認識するであろう。
【００５０】
　あらゆる点で制限ではなく例示として意図される特定の実施形態との関連で、本発明に
ついて述べた。本発明の範囲を逸脱しない代替実施形態も、当業者には明らかになるであ
ろう。多くの代替実施形態が存在するが、本発明の性質により、それらは含めていない。
熟練したプログラマなら、本発明の範囲を逸脱することなく、前述の改善を実施するため
の代替手段を開発することができる。
【００５１】
　特徴およびサブコンビネーションへの参照なしに、ある種の有用な特徴およびサブコン
ビネーションを採用することができ、これらの特徴およびサブコンビネーションが特許請
求の範囲内で企図されることは、理解されるであろう。さらに、実施されるステップは、
述べた順序で実施されるとは限らない。

【図１】 【図２】
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